
（様式１）

所管課名 産業立地・経営支援課 整理番号 ６－１

許認可等の種類

根拠法令条例等
・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

未設定（法令の規定において言い尽くされているため）
【参考】貸金業法施行規則第三十二条

（標準処理期間）
第三十二条　内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令
　の規定による登録、指定、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対
　する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、一月以内にす
　るよう努めるものとする。
　一　法第四十一条の四十四第七項の規定による認可
　二　法第四十一条の六十第一項の規定による認可
２　前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
　一　当該申請を補正するために要する期間
　二　当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
　三　当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

―

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

貸金業の許可

貸金業法第３条第１項

貸金業を営むことを目的とする貸金業の許可

未設定（法令の規定において言い尽くされているため）
【参考】貸金業法施行規則第五条の七及び第五条の八

（登録の拒否の審査）
第五条の七　財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合におい
　て、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認めら
　れない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査
　するものとする。
　一　定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること（申請者が法人である場合に限る。）。
　二　常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること（申請者が個人
　　である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。）。
　三　営業所等（自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。）ご
　　とに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
　四　資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
　五　法第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
２　前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

第五条の八　前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録
　（同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二にお
　いて同じ。）の申請を行う者が非営利特例対象法人（第五条の六第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。
　以下同じ。）である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行
　われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第一項
　各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
　一　前条第一項各号（第二号及び第三号を除く。）に掲げる基準に適合していること。
　二　貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導
　　を受けることができる体制が整備されていること。
２　前項の場合における第四条第三項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二によ
　り作成した営業所等（自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以
　下この号において同じ。）ごとの貸付けの業務の経験者（営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従
　事した者をいう。）各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載
　した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
３　財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合
　するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は
　一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三
　号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。

―


